
平成２３年７月２８日   教育委員会会議    
・ 日 時  平成２３年７月２８日(木) 午後２時００分～４時００分 

・ 場 所  １０階 委員会開催室 

・ 出席委員  佐山雅映委員長，金村勲委員，須賀まり子委員，無着道子委員， 

後藤恒裕教育長 

 
 
会議次第  
１ 開     会 
２ 前回会議録承認 
３ 議     案 
  議案第３９号 平成２４年度使用教科用図書の採択について 
  議案第４０号 山形市青少年指導センター指導委員の委嘱について 
４  報           告 

     山形市少年自然の家運営協議会について 
   山形市学校給食委員会について 
５ そ  の  他 
６  日    程    等 
 （１）日程について 
 （２）教育委員会主催（共催）の行事予定について 
７ 閉     会 
 
 
会議録 
 

１ 開 会  委員長 
 
委員長･･･地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項及び 
山形市教育委員会会議規則第１７条の規定により，おはかりいたします。本日の教

育委員会会議の議案内容のうち，議案第３９号について，山形市，上山市の小中学

校において使用する教科用図書については，「義務教育諸学校の教科用図書の無償措

置に関する法律」の規定に基づき「山形・上山地区教科用図書採択協議会」を設置

し，各教科一種の教科書を選定することとしており，選定理由等を踏まえ，最終的

に，教育委員会会議で採択することとしております。 
採択協議会の検討経過等に関する情報は，採択事務が終了する８月末まで非公開

としていること，また，上山市では，採択する会議を秘密会としていることを踏ま

え，議案第３９号について秘密会としてはいかがでしょうか。 
 



委員･･･委員長の提案どおりとでいいと思う。傍聴の申請はあるのか。 
 
事務局･･･ありません。 
 
委員･･･ないとすれば，委員長からの提案どおりで，前回確認もしている。上山市と

の関係もあり，この教科用図書の採択については山形市では秘密会とすることとし

ている。 
 
各委員･･･異議なし。 
 
委員長･･･異議ございませんので，議案第３９号の教育委員会会議は秘密会とし，会

議経過等の記録については一部非公開とすることとします。 
 
委員長･･･はじめに，公開することとした議案第４０号を審議し，その後に非公開と

する議案第３９号を審議することとします。 
 
２ 前回会議録承認 
 
３ 議 事（議案第４０号について） 

 
委員長･･･それでは議事に入ります。議案第４０号山形市青少年指導センター指導委

員の委嘱について説明をお願いします。 
 
 青少年課長から，議案第４０号山形市青少年指導センター指導委員の委嘱につい

て，地区から推薦のあった２名の委員を新たに委嘱し，指導委員の総数は８７６人

になることに加え，昨年度の活動状況等について説明があった。さらに，別紙参考

資料に基づき，青少年指導センターの構成，活動状況等について補足説明があった。 
 
委員長･･･指導に困った事例はあるか。 
 
青少年課長･･･最近では，喫煙に関する事例がある。トイレからタバコの匂いがした

ため出てきた高校生などを指導すると，自分ではなく前の利用者だと認めないケー

スがある。それから男女交際に関して目に余る行動に対する指導や，カラオケボッ

クスでは中が見えにくい部屋があり，業者に協力をもらいながら指導しているが的

確に対応ができかねる場合もある。 
 
委員･･･８７６名の指導委員の中から中央委員を推薦していると思うが，中央委員は



何名か。 
 
青少年課長･･･３２０名ほどです。 
 
委員･･･その方が，駅前，七日町，嶋地区を巡回しているということか。 
 
青少年課長･･･そうです。各地区から推薦いただいた方に中央指導員をお願いしてい

る。 
 
委員長･･･それでは議案第４０号を承認することとします。 
 
４ 報 告 
 
委員長･･･それでは報告に入ります。山形市少年自然の家運営協議会について説明を

お願いします。 
 
 管理課長から，前回会議の際に，審議会，協議会委員等の委嘱の際，それぞれの

会の設置状況，活動状況，また委員の意見がどのように反映されているか報告して

ほしいとの提案があったことをうけての報告となるが，別紙のとおり様式を定めて

提案させていただきたい旨説明の後，山形市少年自然の家運営協議会の概要につい

て報告があった。 
 
委員長･･･報告がありましたが，何かありますか。 
 
委員･･･主催事業の廃止の理由に，教育現場現状から必要性はないとあるが，どうい

うことか。 
 
管理課長･･･子どもたちが自宅，家庭を離れて集団生活を営む場を提供するという観

点から，少年自然の家においても親子が日常と同じように一緒に活動するという点

が話題になったと思われる。ただ，教育現場現状からという点については確認させ

ていただきたい。 
 
委員･･･各小学校では，施設を利用した宿泊など様々な取り組みをしていると思う。 
 
委員長･･･少年自然の家というが，利用者にはＰＴＡも含まれるのか。 
 
委員･･･今は，利用者を拡大しているのではないか。スポーツ少年団など様々な団体



が利用できるよう緩和されているのではないか。 
 
管理課長･･･少年自然の家であるから，親，ＰＴＡが参加してはいけないということ

はない。事業を行ううえで大人の係り方をどうするかが重要である。 
 
委員･･･以前に親子事業に参加し，子どもたちの違った一面を見ることができたので，

なくなったのは非常に残念に思う。このように報告する場合は，読んでわかるよう

に理由を明確にしてほしい。毎年の参加者が少なくて廃止にしたとすればわかるが，

参加者が多いのであれば，親子の触れ合いはむしろ必要なことであると思う。なぜ

やめたのかがはっきりわかるようにしてほしい。 
 
管理課長･･･事業廃止の詳細な理由については，次回自然の家所長から報告させてい

ただきたい。 
 
委員･･･双葉まつりについては，外部の催しの意味合いが強いことでやめることに 
なったと思うが，双葉小が統合なるということで，跡地利用という問題があるが，

地域の方のよりどころがなくなるとういう問題がある。学校が統合されるというこ

とで，原点にかえって少年自然の家を活用した双葉まつりというものも案としてあ

ると思う。 
 
教育部長･･･自然の家の条例上のしばりで，本館と野外活動センターの位置付けが違

う。本館は小中学生の利用になるが，野外活動センターは基本的には誰でも利用で

きる。親子事業については２事業廃止とあるが，これに代わる事業となるかは別と

して，例えばオープンデーの開催などフリー参加の事業がある。その中には親子や

子ども会での参加があるがあまり賑わっていない。それから，本日からサマーキャ

ンプなど名称が変わっているがいろいろ事業を実施している。 
 
委員長･･･それでは，少年自然の家運営協議会については以上で終わります。次に，

山形市学校給食委員会について報告をお願いします。 
 
 学校給食センター所長から，山形市学校給食委員会の概要について報告があった。 
 
委員長･･･報告がありましたが，何かありますか。 
 
委員･･･給食費未納問題について，具体的な数字をいれてもらえるとわかりやすい。 
 
学校給食センター所長･･･未納額は手持ち資料がなくわからない。取り組みは，昨年



度マニュアルを作成した。効果は今年度から見えてくると思うが，たしか未納額は

６００万くらいだったと思う。 
 
委員長･･･未納については，国保の税金のように徴収するところもあるようだが，山

形市はどうか。 
 
学校給食センター所長･･･給食費については，公会計と私会計がある。山形市の場合

は，学校と教育委員会と学校給食会との３者協定に基づく運営で私会計となってい

る。公会計についてもいずれ検討していく必要がある。 
 
委員長･･･学校給食費未納対策マニュアルをうまく活用していただきたい。 
 
５ その他 
 
図書館長･･･前回質問いただいた小学校の国語の教科書の巻末資料の有無について

確認したところ，４点ないものがあったので今後対応していきたい。展示について

は，展示コーナーを設けて展示している。 
 
学校給食センター所長･･･前回アレルギー対応食の提供について話をしたが，その補

足説明をさせていただきたい。平成２０年度調査のデータであるが，アレルギーを

有する人数は小学校で５３４名，中学校で２３７名，合計７７１名の方が何らかの

アレルギーを有すると回答を得ている。アレルギー物質は，卵，牛乳を除くとそば，

キウイフルーツ，いくら，えび，山いも，落花生，カニ，くるみなどほかにもたく

さんある。 
 
委員長･･･なかなか大変だと思います。ほかになければ，以上でおわります。 
 
６ 日程等 
 
委員長･･･日程の報告をお願いします。 
 
 管理課長から，平成２３年７月２９日から平成２３年８月２５日までの日程，行

事予定について説明があった。 
 
 
 
３ 議 事（議案第３９号について）  
 



委員長･･･それでは，議案第３９号平成２４年度使用教科用図書の採択について，説

明をお願いします。 
 
 学校教育課長から，議案第３９号平成２４年度使用教科用図書の採択について説

明があった。 
中学校使用教科用図書については平成２２年度から平成２３年度までの２年間使

用してきたが，このたび，平成２４年度から新学習指導要領が完全実施されること

にあわせ，教科用図書の内容が全面的に改訂なったことをうけ，平成２４年度から

平成２７年度までの４年間使用する教科用図書の採択をいただくこと。さらに，教

科用図書選定にあたっては，これまで同様，「山形・上山地区教科用図書採択協議会」

を組織し，協議会が教科領域ごとに研究員を委嘱して，文部科学省の検定を合格し

たすべての教科用図書について，①教材の構成や配列について②学習活動や地域へ

の適合性について③全体的な特徴や本地区生徒へ適するかどうかといった三つの観

点について研究を行い，その調査研究結果に基づき，山形・上山地区教科用図書採

択協議会を開催し，種目ごとに１社の教科用図書を選定したことについて説明があ

り，選定された図書についての選定理由が議案・資料に基づき説明された。 
 

委員長･･･何か質問はありませんか。 
 
委員長･･･なければ議案第３９号を採択することとしてよろしいでしょうか。 
 
（各委員より「はい」の声あり。） 
 
委員長･･･それでは議案第３９号を採択することとします。 
 
７ 閉 会  委員長 


